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管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺
NON

I. 工事概要

1.  工事名称

2.  工事場所

項　　　目 特　記　事　項

項　　　目 特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

特記仕様書－１

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

3.  工事概要

※完成年月日＝発注者側の工期の完成日　　竣工年月日＝施工者側の完成日

4.  工　　期

II. 解体工事仕様書

1章　解体一般共通事項

◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し

  て選定するように努めなければならない. なお, 徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約す

◎設計図書の優先順位は，次の順とする. 

　(1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの)　

　(2) 補足説明書

　(3) 特記仕様書

　(4) 図面

　　　いう. )

◎施工条件は次による. 2.　施工条件

  る場合は, 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に発注者に提出しなければならない.

1.　適用基準等

　　　　　　階数：地下1階、地上6階、ＰＨ2階 ◎電気保安技術者は次の者とし, 必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により, 監督員の承諾

  を受けること. 

  ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資

    格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする. 

　　する. 

◎受注者は, 本工事において使用する工事看板・バリケード等については, 県産木材を用いた木製品を優先

  して使用するよう努めなければならない. 県産木材を使用した場合, 受注者は, 工事完了後「木材使用実

  績報告書」(電子データ)を監督員へ提出しなければならない. 

  ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第１種又は第２種電気工事士の資格を有する者と

4.　工事現場管理 ◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 

B-001

A. アスベスト含有塗材の除去　　　B. アスベスト濃度測定　　C.その他

徳島県徳島市徳島町城内２－１

　(5) 国土交通省大臣官房営繕部監修建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)(以下「解体共通仕様書」と

解体工事（２）

  工事範囲：建物、外構（図示部分）

　構造規模　建築面積：2234.46㎡, 延床面積：9582.35㎡, 構造：ＲＣ造一部Ｓ造

工事完成年月日は令和  4 年  7 月 31 日とする.

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　解体工事（２）

　よる.

①公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　平成31年度版(以下｢改標仕」という.)

②公共建築改修工事標準仕様書（電気工事編）　平成31年度版

③公共建築改修工事標準仕様書（機械工事編）　平成31年度版

④建築物解体工事共通仕様書　平成31年度版（以下「解体共通仕様書」という.)

◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は, すべて建設(国土交通省)大臣官房官庁営繕部監修の下記に

・本工事に平行して「Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　解体工事（１）」の発注を予定している.

  ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に

    一級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ).

  ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求が

　　あるときは，これを提示すること. 

◎交通誘導警備員

    の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること. 

  ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件交通誘導警備員

　　事の一部について下請負契約を締結する場合は，当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る

　　二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなければならない。

  ・受注者は，発注者が行う の実施に協力しなければならない．また，対象工交通誘導警備員勤務実績調査

  ・受注者は, を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し)「交通誘導警備員勤務実績報告書」

    とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない. 

については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に0日間配置すること. 

　・警備員は, 延０人(昼０人, 夜０人：うち検定合格警備員０人)を見込んでいる. 

　なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. 

  ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.

◎本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示 平成

　13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする. 

　現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程  に基づき指定された建設

　機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする. 

  ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない. 

◎本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年

　以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)のコピーを使用工種

　の施工計画書に添付し提出すること. 

◎本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号

  最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 

　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出

　ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, 

　あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着

　することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと

　現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものと

　する.

　する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合,

・排気筒、縁石、植栽は建物外壁アスベスト除去工事にさきがけて除去をおこなうこと.

・徳島市中央公民館１階駐車場は令和４年度７月末までは使用する為、通路を確保すること.

・強風時の飛散防止に努めること.

・コンクリート部分の取壊し工事は，原則として圧砕機を使用すること.

・敷地西側にあるJR側に侵入しないこと.また資材や養生テープなどの飛散にも注意すること.

・青少年センターは，１２月５日（日）まで使用する予定のため，工事の着手時期については，施設管理者

　と協議が必要である.

・工期内に周辺工事として，埋蔵文化財調査，光ケーブル移設工事，下水道移設工事，跨線橋撤去工事を

　予定しており，作業ヤード等相互に協力しなければならない.

◎工事に影響のある範囲内の重要備品等　（　有　・　無　）

　備品等名称：彫刻家作品（オブジェ）

◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監督員の出向いた時,

　又は営繕課へ問い合わせ, 工事に遺漏のないようにすること. 

5.　施工

6.　技能士の適用 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下, 「作業」という. )のうち各工事毎に適用する作業を

　指定するものとする. 

　技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する

　資料を監督員に提出すること. 

　技能士は, 適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業をするとともに, 他の技能者に対して, 施工品

　質の向上を図るための作業指導を行うこと. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等県が指定した内容

　を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 

　なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. 

   ○印 ･･･ 適用作業

工事種目 技能検定職種 技　能　検　定　作　業

仮設 とび ・ とび作業

◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進

　行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に

　おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. 

◎本工事に先駆け, 県において周辺家屋等の事前調査を実施していますので, 調査報告書を参考にして, 

　今後の工事を実施すること. 

◎工事に関連して, 周辺住民から苦情がある場合は, 十分調査を行い, 監督員に報告, 協議して対応する

　こと.

7.　周辺家屋等の対応

◎電子納品：対象8.　記録

◎提出書類

　・竣工図（製本3部，電子データ2部）( A4 ・ A3 ・ A2 ・ 原図版 )　

　・保全に関する資料

　・使用材料一覧表(4部（うち3部は竣工図表紙裏面に貼付）,電子データ2部）

　・工事写真（写真帳１部（　・着手前　・　完成写真　），電子データ２部）

◎竣工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること．

　CD-Rに保存する．

　竣工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオリジナル形式を

　写真で的確に確認できること. 

◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資材, 施工状況の順に整理する.

  完成写真については, 工事目的物の状態が,資材, 施工状況等については，不可視部分の出来形が

◎受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先し

　

  て選定するように努めなければならない. なお, 請負対象額（設計金額）が１億円以上の工事については,

  徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に, 県内業者を選定しない理由を記した理

  由書を事前に監督員に提出しなければならない.

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する

  こと. 

3.　安全衛生管理

◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.

◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. 

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気

  汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第1号), 建設副産物適正処理

  推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること. 

◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材

　設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けて

　から工事着手すること.

　位置(平面・深さ)，規格，構造等を確認しなければならない．

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施

  さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 

受注者の負担でその都度補修又は補償すること. 　障がないよう

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設物の種類，

ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支

◎受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

  む. ) 又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, 当

◎受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は, 当該作業を指

  該作業を指揮する者を定め, 監督員に報告しなければならない. 

  揮する者を定め, 指揮者の合図により行わなければならない. また, 作業状況について, 写真等の資料を

  整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない.

◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移動式クレー

　ンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作業員により確認しなけ

　ればならない．

◎休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.

◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する

  とともに工事現場における盗難防止の観点から, 資機材の保管状況等についても併せて確認すること. 

  また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること.

◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 

  交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安

  全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 

  特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と

  必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない.

◎受注者は，トラック(クレーン装置付)を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置（ブームの格納

　忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を原則使用しなければならな

　を使用するよう努めるものとする．

◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は,原則禁止とする．やむ

　を得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工

　手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと．

　い．なお，令和４年度末までは経過措置期間とするが，この期間においても接触事故防止機能付きの車両

名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名が記載し,顔写真を添付すること

2.　工事関係図書

◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. 

◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること．

◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, 

  監督員に提出すること. 

　保管場所　：屋外（建物の北東部分）

　注意事項　：別途工事で令和３年１２月末までに移設予定であるため，

　　　　　　　移設までの間は厳重に養生し，破損しないよう作業を行うこと. 



◎以下の(1)～(3)のすべてに該当する材料は，「材料使用承諾願」及び「実績報告書」の提出は不要．

  (1) 木材以外の材料

  (2) 県内産資材又は県内企業調達資材

  (3) 施工計画書に品質及び性能を有することを記載し，証明となる資料を添付している．

◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による. 

  (養生方法：      　　　  )

4.　養生

5.　工事用用水, 電力等 ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )

◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 )

6.　イメージアップ工事 ◎仕様：

3.　仮設物 ◎監督員事務所は( 設ける(面積　　m２程度) ・ 設けない )

◎監督員事務所の備品等は監督員の指示を受けて設置すること. 　

◎既存部分の養生範囲はアスベスト除去範囲とする. (養生方法： ビニルシート等   )

有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺
NON

項　　　目 特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

項　　　目 特　記　事　項

特記仕様書－２

区　　　分

着　工　前

工　事　中

竣　　　工

サ　イ　ズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. 

　に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」と

　いう. )すること. 

◎受注者は，本工事で使用する建築材料・製品等（以下「建材等」という）の発注の際には，発注前に，

　「生コンクリート使用承諾願」，「材料使用承諾願」，「木材使用承諾願」を監督員へ提出しなければな

　らない．

◎受注者は, 工事完了後, 請負金額が500万円以上の工事において, 「木材使用実績報告書」(電子データ）,

「建設資材使用実績報告書」（電子データ）を監督員に提出しなければならない．

10 . 工事用資材

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.

◎受注者は, 建築工事を施工する場合, 原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」

◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について、監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認

すること

定期的に確認すること

◎工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員、工事監理業務受注者とともに

◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,

　承諾を受けて次の工程に進むこと. 

◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,

　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.

◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する

　ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これによらないことができる.

当初請負対象額

3千万円未満

3千万円以上5千万円未満

5千万円以上1億円未満  

1億円以上             

一般入札工事

－

－

1回

2回

低入札工事 

1回

2回

2回

3回

　　(注)　低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.

一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう．

　に監督員と協議すること.

◎中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか

◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる.

11.  設計変更箇所確認

12. 工事検査及び技術検査

◎県内産再生砕石の原則使用

　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年

　て同じ.))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない.

　法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可におい

◎受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(県内企業調達建材等)を優先して使用

　するよう努めなければならない. なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等

　を使用しない理由を記載した理由書を監督員に提出しなければならない.

◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，

 板情報電子化

13.　デジタル工事写真の小黒

◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の｢デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とすることができる．

　（県土整備部）｣に記載された全ての内容を適用することとする. 

1.　ベンチマ－ク

　する. 

◎設計GLの設定は, BM(　　　)を±0とする．ただし, 監督員の指示により決定

　①労働安全衛生法に基づく構造規格

　②(社)仮設工業会の認定基準

　また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」の基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録

　工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たってはあらかじ

　め強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. 

◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については, 次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す

　るものを使用すること. 

◎労働安全衛生法第88条に基づき、労働安全衛生規則別表第７に掲げる機械等（組立から解体までの期間が

　60日未満を除く）の設置や移転、変更を行う場合は、30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をおこ

　なうこと.

　届け出をおこなった場合は、監督員に報告すること.

　届け出不要の場合は、その旨監督員に報告すること.

◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず、足場を設置する場合は、使用開始前に営繕課

　指定の足場チェックリストを用いて点検した後、監督員の確認を受けること.

  ・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（2.2.4）の別紙１

　　行うこと.

　　ただし監督員の承諾を得た場合は、(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる.

手すり据置方式　　「手すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)  　　       　　　により

　・壁つなぎ間隔(水平方向:　　m以下, 鉛直方向:    m以下)

◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防止チェック

　シート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること.

2.　足場等

2章　解体仮設工事

  ・壁つなぎ間隔(水平方向:　　8m以下, 鉛直方向:    9m以下)

◎受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場

　の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又はおろすときは, つり綱, つり

　袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 

◎その他

◎仮囲いを設置する場合は、設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行い、その

　記録を保管すること.

◎足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること.

◎仮囲い(仕様：成形鋼板　, H=　3.0m, L=　　m)(図示)

　　　　(仕様：ガードフェンス　, H=　1.8m, L=　　m)(図示)

◎外部足場(種類：枠組み本足場、ブラケット足場, 仕様：２枚布, D=　90cm, シ－ト仕様：防音シート　)

B-002

◎ゲ－ト( 有 ・ 無, 仕様：キャスターゲート 10ｍ 両引き、キャスターゲート5ｍ 片引き 　 )

※仮囲い、ゲート、外部足場は別途工事とする.

◎内部足場(種類：脚立足場程度　　, 仕様：　　枚布, D=　　cm)

解体工事（２）

◎県産木材の使用

　(1) 受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する

      場合, 原則として県産木材を使用しなければならない. ただし, 特段の理由がある場合にはこの限り

      でない. 

　    ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

　　　ない. 

　　　材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければなら

  (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木

　    ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

      木材」とは次のことである. 

  (2) 「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した

　　　により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

  (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し

　(3) 受注者は，工事完了後，請負金額が500万円以上の工事において, 「建設資材使用実績報告書」を監督

  　　員に提出しなければならない。

　注3 公共建築工事標準仕様書そのた関連する示方書等の基準を満たす資材, 製品であること. 

　注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う.

　　　産資材として取り扱う. 

　注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内

　① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

　② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品

　　　ならない. 

  　　産資材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ

　(2) 受注者は，請負金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内

　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ

      ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 

　　　県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする.

◎県内産資材の使用

　ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. 

　管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ

　等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保

　監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者

　製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 

　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材

　合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 

　れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場

　板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ

◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維

　　　した書類を監督員へ提出しなければならない. 

  (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入



公社（徳島東部）

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

項　　　目 特　記　事　項

有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺
NON

項　　　目 特　記　事　項

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

特記仕様書－３

特　記　事　項項　　　目

◎工事に当たっては, 図示のとおり仮設道路を設ける. 

  なお, 同道路の必要がなくなった時点で, 早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に )復旧すること. 

◎道路占有料　　　　　　　　　　円

8.  工事車両用駐車場 ◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること.

    現場事務所用地等

◎借地借家料　　　　　　　　　　円

9.  仮設トイレの洋式化

7.  仮設道路整備復旧等

◎受注者は当初請負対象金額（設計金額）5千万円未満の工事において，仮設トイレを設置する場合，原則

　として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として

　「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

　ただし，特段の理由がある場合はこの限りでない．

◎受注者は,  当初請負対象金額（設計金額）5千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合, 原則

　として「快適トイレ」を設置しなければならない.また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として

　「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

　ただし，特段の理由がある場合はこの限りでない．

◎受注者は，仮設トイレを設置した場合，「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない．

　○洋式トイレとは，和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと．

　○快適トイレとは，洋式トイレのうち，防臭対策・施錠の強化などが実施された，

　　女性が利用しやすい仮設トイレのこと．

3章　解体施工

1.　一般事項 ◎空調機等の冷媒は, 専門業者により回収を行い, 空気中に飛散させてはならない. 

  (4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと)

  (3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと)

◎解体は全て分別解体により行い, 次により工事写真を撮影すること. 

  無いように努めること. また, 道路の汚染防止に努め, 道路等を汚した場合は速やかに清掃すること. 

◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について, 関係機関と協議し, 一般車両の通行に支障の

  により発生防止に努めること. 

◎建物の解体は順序よく行い, 特に安全を期すこと. 工事中に発生する粉塵については, 散水等適当な方法

3.　騒音振動調査 ◎本工事の施工に当たっては, 騒音・振動を発生させる作業施工中, 騒音・振動測定を実施し, 騒音振動規

  制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと. 

◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には現場監督員に速やかに連絡すること. 

◎騒音・振動の測定に当たっては, 計量証明事業登録者が行い, 測定完了後計量証明事業登録者の作成した

  報告書を3部提出すること. 

◎騒音・振動の測定に先立ち, 測定に関する実施計画書を提出し, 監督員の承認を得た後, 実施すること. 

◎測点数は○ヶ所とし, 位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする. (延○日間を見込んでいる. )

4.  事前措置

　レベル測定方法)による. (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事施工　監理指針参考資料参照)

◎測定は, 作業場所の敷地境界で行い, 測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法), JIS Z 8735(振動

2.　工事の範囲

4章　建設廃棄物の処理

1.　一般事項 ◎発生材の処理等は，次により適正に行う. 

　(1) 工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び

      引き渡しを要する. 

　(2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に

　　　関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に

　　　従い処理すること.受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管する場合，または自ら運搬する場合等

　　　においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること．図書に表示のないもの

　　　については, 監督員(契約書に規定する監督員をいい, 標仕の規定による場合は監督職員と読み替える,

　　　以下同じ. )に報告し指示を仰ぐこと. 

　(3) 撤去物の種類, 規模, 構造, 撤去方法, 養生方法, 発生材の処分場を記載する.

   　 ・産業廃棄物の種類ごとに下記を指定する. 

所在地 運搬距離種類 事業名
処分地 km

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）

アスファルト
（中間処分）

徳島市東沖洲１丁目12
金属（処分） ０円/t

徳島市東沖洲１丁目12

（中間処分）
8.3

（有）吉野川ﾎﾟﾝﾌﾟ

（有）吉野川ﾎﾟﾝﾌﾟ

徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市応神町東貞方字西中須49-1

徳島市応神町東貞方字西中須49-1

4.5

8.3

（株）旭金属

（優良認定業者）

廃プラ

（有）徳島興産

ガラス

木材
徳島市津田海岸町2番90号

徳島市津田海岸町2番90号
4.9 10,000円/ｔ

三好市山城町寺野字大休場956(株)明和ｸﾘｰﾝ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板等 20,000円/ｍ3

三好市山城町寺野字大休場956

鉄くずH2程度2.7
徳島市昭和町8丁目27番地

徳島市昭和町8丁目27番地三木資源（株）

（鉄骨・軽量鉄骨）

有価金属

有価金属

14.0
板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

石膏ボード
(財)徳島県環境整備

（ｻｯｼ　ｽﾁｰﾙ）

汚泥
宮崎基礎建設（株）

（優良認定業者）

（優良認定業者）

（優良認定業者）

鳴門市大麻町三俣字津久田61番地1

鳴門市大麻町三俣字津久田4-1、5-7
9.7 11,000円/ｔ

有価金属

（ｻｯｼ　ｱﾙﾐ）

99.7

◎図示による.壁面緑化等による隠ぺい部についても全て除去すること.

B-003

◎本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は1週間とする. 

  切り回し時期については,監督員と協議を行うものとする. 

（有）吉野川ﾎﾟﾝﾌﾟ

（中間処分）

徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市応神町東貞方字西中須49-1
8.3

処分費

（税抜き）

(財)徳島県環境整備

公社（徳島東部）

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先
14.0 5,640円/ｔ

（有）久保衛生 三好郡東みよし町加茂6001-1

三好郡東みよし町加茂6001-1
64.5 15,000円/ｍ3

22,800円/ｔ

（株）後藤商店

（株）後藤商店

徳島市昭和町8丁目27番地

徳島市昭和町8丁目27番地

徳島市昭和町8丁目27番地

徳島市昭和町8丁目27番地

2.8

2.8

-23,500円/ｔ

-130,000円/ｔ

　　　上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない．また，この

　　　場合，処分単価の見積書の提出を求め，減額変更を行うことがある．

　　　なお，上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下，「優良産廃処分業者」という．）に認

　　　定されているとき，処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること．ただし，

　　　諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出するこ

　　　また, コンクリート・アスファルト類の搬出先については, 中間処理施設のみとする. 木材について

　　　は, 50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 

  (4) 受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては, 建設発生土は建設発生土搬出調書, 産業廃棄

　　　物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に

　　　建設発生土搬出調書(様式3)を提出しなければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ち

　　　に産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 

　　　と．

　及び購入土を除くものとする．

　名，施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない．ただし，バージン材を使用する生コンクリート

　により再生資源利用計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない．

　ート（二次製品を含む．），土砂，砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合に

　業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建

　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用

　イクル法）施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリ

　設省令第19号）第8条で規定される工事，又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサ

　受注者は，ＣＯＢＲＩＳの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設

　らない．

　ＯＢＲＩＳにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，監督員に提出しなければな

　受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速やかにＣ

　資源利用促進計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない．

　建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には，ＣＯＢＲＩＳにより再生

　は，（一財）日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という．）

　工事，又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，

　の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される

◎受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という．）に基づく建設

  (1) 内外装材等をはぎ取った壁, 天井, 床の各面

  (2) 内外装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること)

解体工事（２）

8000円/10t

10000円/10t

8000円/10t

◎テラス軒天部分のｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材除去工事に必要な足場は本工事とする.

　工程に注意して必要があれば、先行解体部分を別工事業者に要望すること.

◎本工事に平行して「Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　解体工事」の工事を施工中である.7.その他

◎樹木等の伐採抜根及び移設　　方法(　　図示による　　　　)

◎杭の解体については行わない.

◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため, 関係法令等に基づき適正に処理すること.

6.　構内舗装等

5.　杭

確認書により監督員に説明すること.

◎フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき，第一種特定製品の有無について，事前

◎解体前に照明器具及びトランス内進相コンデンサーのPCBの有無を調査し, 有れば監督員の指示に従う

　こと.

◎解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査
既存の分析調査結果がある場合は，受注者がその結果を書類等により  し, 有れば監督員の指示に従うこと. 

　確認すること．なお，工事内容に変更がある場合についても同様とする．



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

NON

項　　　目 特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

項　　　目 特　記　事　項

特記仕様書－４

B-004

I. アスベスト含有建材の

　 処理工事

1.　一般事項

　　　バッグや車両を用意すること.

　(4) 建物から取り外した廃材を原型のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナ

      行う.      

  (3) 除去作業中は, 原則として散水その他の方法によりアスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を

　　　建築物外部の成形板を除去する場合は, できる限り原形のまま除去すること.

◎工法

　　除去

2.　アスベスト含有吹付け材の

　　除去

4.　アスベスト含有成形板の

◎関係法令, 都道府県の条例等を遵守すること. 

◎アスベスト粉塵濃度測定を( 行う ・ 行わない ). 

  ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法－第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」

    による位相差・分散顕微鏡法による. 

◎施工計画

　(2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと. 

◎アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については, 工事に相応した技術を有することを証明

  する資料を監督員に提出する. 

◎養生等

◎工法

  (1) アスベスト除去工法は, 「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又

◎除去箇所一覧表

階数

      は(　財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする.一

◎作業場の隔離等

　(1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける ). 

◎施工記録等

　(1) 施工記録報告書を作成し, 監督員に提出すること. 

◎除去箇所一覧表

◎作業場の隔離等

　(1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける ). 

  ・測定機関は, 都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする. 　　

3.　アスベスト含有保温の除去

　(2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間の保存すること. 

箇所 建　材　種　別 面積室　　　　名

階数 箇所 建　材　種　別 面積室　　　　名

◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2(6)により見やすい場所に掲示すること. 

・ただし，分析によるアスベスト含有の調査は，JIS A 1481-1による.

　は3年間保存すること.

◎事前の施工調査等を改標仕9.1.1(5)及び大気汚染防止法により行い, 調査結果を監督員に提出し,調査結果

　(1) 工事着手前に施工計画書（関係法令の作業計画内容を含む）を監督員に提出し, 承諾を受けること. 

調査方法

調査方法

◎施工記録等

　(1) 施工記録報告書を作成し, 監督員に提出すること. 

　(2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間の保存すること. 

　　　ビニルシート等で隔離を行い作業場所の外部に飛散させないための措置を講じること.

　(3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。

　(2) 除去が完了したときは,石綿等に関する知識を有するものが除去を完了したことを確認し,監督員に報告

　　  すること.

　(3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。

◎既存の石綿含有建材の分析結果は(・貸与する　・ない　)

　(5) やむを得ず破砕等が必要な場合は，石綿等の粉じんを飛散させないよう十分な湿潤化を行うとともに，. 

◎除去箇所一覧表

階数 箇所 建　材　種　別 面積室　　　　名 調査方法

図示 図示

図示 図示

図示 図示 みなし

◎施工記録等

　(1) 施工記録報告書を作成し, 監督員に提出すること. 

　　　外部足場(種類：枠組み本足場、ブラケット足場, 仕様：２枚布, D=　90cm, シ－ト仕様：防音シート)

      仮囲い高さ：H=　3.0、1.8　m                        

　　※全て他工事で設置

　(1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による.

　(2) 足場設置にさきがけて足場下にビニルシート等の養生を行うこと.

　(3) 足場を設置しない箇所については適宜養生を行うこと.

　(1) 除去は,はく離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法とすること.

　(2) 仕上げ塗材は２層ある.

外壁

縁石

排気筒

分析

みなし

既存塗装の上、特殊吹付塗装

既存塗装の上、特殊吹付塗装

既存塗装の上、特殊吹付塗装

61.3㎡

49.8㎡

6章　アスベスト含有建材の除去等

　受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は

　その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準

　以上のもの)においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」

　を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法

　に基づき提出することとする。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの

期間に発注者から支給することとする。

　通知済証｣掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,｢徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣

◎建設リサイクル法通知済証の掲示

　(2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること。

　・報告書を( ３  )部作成し監督員に提出すること. 

　・測定場所及び箇所は図示による.測定時期(　施工前、施工中、施工後　)

2.　建設発生土の処理 ◎場外搬出適正処分とする. 

  民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし, 建設発生土の発生場

　所ごとに, かつ4,000立方メートルまでごとに1回採取して, 土壌検査を行うこととする. その他, 「特定

　事業の許可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による. 

　ただし, 建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で, 担当者相互の同意が取れた場合には, 分析の必要

　はない. 

◎場外搬出の場合の処理は次のとおりとする.

◎土壌検査を行った結果, 条例の基準に適合しない場合には, 監督員と協議すること. 

    排 出 土：砂質土

    会 社 名：松浦開発興業株式会社

    所 在 地：鳴門市撫養町木津字イヤケ谷1449-1

    処分単価：1m3当たり2700円(税抜き)

    運搬距離：14.2㎞を見込んでいる。

    運搬経路：国道11号線

  ・最終処分場の指定

解体工事（２）

4910㎡



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課
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工事場所：徳島市徳島町城内２番地１

1/200

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

B-005

出典：国土地理院発行 2.5万分1地形図　基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成

丈量図、附近見取図

　■附近見取図

解体工事（２）



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

配置図

56
,5

00

47,600

18,45
0

1,750

1,920

14,72
4

4,059
10,065

16,327

▽道路境界線

▽
道

路
境

界
線

▽敷地境界線

59
,0
71

▽
敷
地
境
界
線

17,500

(最大道路幅員)

駐輪場
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配置図　1／200

排水桝

隣地ピロティ進入路

ﾌﾗｯｸﾞ用ﾎﾟｰﾙ×3
（2階ﾃﾗｽ）

水栓柱 量水器
警告灯

隣地駐車場進入路

側溝（隣地側）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

精算機 ｹﾞｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

ｽﾁｰﾙ門扉

発券機

低木H-2.0ｍ

植込みH-0.8ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH-0.9ｍ

排水桝

都市ガス

排水桝

消火器ﾎﾞｯｸｽ

1/200

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

地下ｵｲﾙﾀﾝｸ

中央公民館

排水桝

A'

BB'

C' C

A

B-006

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去（別途工事）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

懸垂幕枠

自動販売機×2（別途工事）

ｹﾞｰﾄ、発券機、精算機解体（別途工事）

オブジェ移設,基礎撤去（別途工事）

排気筒

自動販売機（別途工事）

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切ﾗｲﾝ（別途工事）

排水桝

電柱撤去（別途工事）

看板撤去（別途工事）

解体工事（２）

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎：W-5100 D-800 H-150（別途工事）

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎：W-4900 D-800 H-150（別途工事）

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去（別途工事）
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現場事務所

有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

1/400

排気塔

看板

警告灯

量水器

隣地駐車場進入路

▽敷地境界線47,600側溝（隣地側）

配置図　1／400
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　は枠組み本足場W-900を示す

※外周部には防音シートを取り付けること

17,500

(最大道路幅員)

　は防護棚下部１段を示す

　は防護棚上部１段を示す

　は防護棚２段を示す

外壁塗材撤去時仮設計画図

外壁塗材撤去時仮設計画図
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駐輪場
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Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

交

都市ガス 排水桝

排水桝

排水桝

　は成形鋼板H-3000を示す

　はｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH-1800を示す

点線部：地階ｽﾛｰﾌﾟ部分の足場位置を示す
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■凡例 全て別途工事を示す

敷鉄板ｔ-25 1219*2438（別途工事）

キャスターゲートW-10000（別途工事）

シートゲートW-5000（別途工事）

B-007
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仮囲い：成形鋼板H-3000（別途工事）
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スペース スペース

仮囲い：ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH-1800（別途工事）

解体工事（２）

仮囲い：成形鋼板H-3000（別途工事） W≒60,250

仮
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交

ﾊｯﾁ部：周辺工事範囲を示す（光ケーブル）

ﾊｯﾁ部：周辺工事範囲を示す（下水道）

跨線橋



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

1/400

警告灯

量水器

隣地ピロティ進入路

隣地駐車場進入路

▽敷地境界線47,600側溝（隣地側）

配置図　1／400
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北棟解体時仮設計画図

北棟解体時仮設計画図

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　
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都市ガス 排水桝

排水桝
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　は枠組み本足場W-900を示す

※外周部には防音シートを取り付けること

　は防護棚下部１段を示す

　は防護棚上部１段を示す

　は防護棚２段を示す

交　　 は交通誘導員配置場所を示す

　は成形鋼板H-3000を示す

　はｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH-1800を示す
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■凡例 全て別途工事を示す

敷鉄板ｔ-25 1219*2438（別途工事）

キャスターゲートW-10000移設（別途工事）

シートゲートW-5000（別途工事）

5,
00

0

敷鉄板ｔ-25 1219*2438
（別途工事）

B-008

13,000
仮囲い：成形鋼板H-3000（別途工事）
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解体工事（２）

仮囲い：成形鋼板H-3000（別途工事） W≒60,250
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ﾊｯﾁ部：周辺工事範囲を示す（下水道）
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有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課
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隣地ピロティ進入路

隣地駐車場進入路

▽敷地境界線47,600側溝（隣地側）
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南棟PH解体時仮設計画図
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都市ガス 排水桝

排水桝

排水桝

　は枠組み本足場W-900を示す

※外周部には防音シートを取り付けること

　は防護棚下部１段を示す

　は防護棚上部１段を示す

　は防護棚２段を示す

交　　 は交通誘導員配置場所を示す

　は成形鋼板H-3000を示す

　はｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH-1800を示す
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■凡例 全て別途工事を示す

敷鉄板ｔ-25 1219*2438（別途工事）

キャスターゲートW-10000（別途工事）
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キャスターゲートW-5000移設（別途工事）

仮囲い：成形鋼板H-3000（別途工事） W≒60,250

仮
囲

い
：

成
形

鋼
板

H-3000（
別

途
工

事
）

 W≒
65,500

仮
囲
い
：
成
形
鋼
板
H-3000（

別
途
工
事
）
 W≒

62,200

交

ﾊｯﾁ部：周辺工事範囲を示す（下水道）

ﾊｯﾁ部：周辺工事範囲を示す（跨線橋）

跨線橋

ﾊｯﾁ部：周辺工事範囲を示す（光ケーブル）



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

地階面積表

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

1/200

64

11

01

725

02 03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

15

18

19

20

21

24

25

26

2728

2930

31
32

34

35

38

1617

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

5354

55

57

56

58

59

60

61

62

63

65

66

67

4,410 3,340 2,400 7,100

1,
55

0
1,

41
0

2
,9

60

34
0

2,130

3,320

3
,3

40

6,640

13
,0

00

8
,3

60

9,970

2.130

8,
70

0

3,860

14
,3

20

700

6
,5

50

800

4,170

2
,4

4
0

2,
50

0
3,

76
0

8
,
70

0

2,280

660

1,390

3
,7

6
0

2
,
50

0
2,

44
0

9,410

2,780

3
,0

90

12,500 2
,3

20

33
4,7002

,3
20

1,350

2,
60

0
1,

75
0

1,920

5,940

2,
20

0

37

36

2,670

4,
35

0

8,090

5,
3
70

39'

4,600

6
,7

0
0

2,
15

0

5,400

3,
15

0

11,800

12
,0

00

3,170

5,
3
90

9,920

8
,9

30

1,5902,
38

0

1,590

1
,6

70
2,

80
0

2,
08

0

1,420

1
,2

20

1,380

1,780

3,670

1,3501,920

3,2701,950

6
80

5
,3

90

3,380

6,
73

0

11
,2

80

2,500

4,
32

0

7,720

1
4,

26
0

20,3706,750

11
,8

3
0

84
0

8,590

5,210

5,400

3,
37

5

41
5

22

23

2
4,

50
0

24
,1

75

70
0

7
,
64

0

10'

25,550

8,
2
90

8,
29

0

7
,5

95

6
80

18
,4

8
5

3.510

9.23

面積

小　計

地階床面積(合計) ㎡

＝

＝

＝

㎡

㎡

13.068

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

48

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

30.820

11.610

17.010

141.600

17.086

88.586

3.784

10.415

1.732

3.284

11.659

8.735

5.461

3.780

5.376

6.802

1.326

46.300

22.747

10.800

30.82

11.61

17.01

263.20

14.94

8.74

9.24

12.18

47.63

22.75

10.80

1.732 74.408 74.41

＝ 43.443

＝ 0.986

㎡44.43

4.992

18.06

＝

＝

㎡

5.723

11.615 11.62

143.438

35.650

79.853

5.670

101.620

35.063

376.539

777.85

1,384.52

2,827.97

備考

-

7.720

20.370

6.750

8.590

1.350

部屋名 記号

各部屋面積 算定表

36

37

38 ×

×

×

階段(1)

EVﾎｰﾙ

5.940 2.200

4.350

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

通路(2)

階段(2)

車路

風除室

×67

駐車場

機械室

×

×

4.600

5.400

5.400

11.800

3.170

9.920

1.590

1.590

1.420

1.380

1.780

3.670

3.270

1.350

1.920

3.270

1.950

8.590

3.380

6.750

2.500

2.500

6.750

5.210

6.700

2.150

3.150

12.000

5.390

8.930

2.380

6.550

1.220

2.380

6.550

2.380

1.670

2.800

2.800

2.080

0.680

5.390

6.730

11.280

4.320

18.580

14.260

11.830

0.840

11.830

6.730

39 ×8.090 5.370

39' ×1.450 0.680

1.920 2.600

2.670

×

×34

35

1.750

2.600

3.270

18.485

面積

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝ ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

小　計

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

＝ ㎡

14.884

11.273

8.100

11.005

10.011

15.984

0.724

9.827

22.178

86.320

50.730

17.807

75.722

18.531

10.175

10.425

15.679

19.836

0.274

11.523

15.679

10.425

10.175

19.836

12.093

227.487

625.975

14.88

11.27

8.10

11.00

10.01

16.71

9.83

22.18

86.32

50.73

10.18

10.43

15.68

19.84

11.80

15.68

10.43

10.18

12.10

19.84

853.46

1,443.45

備考

ｻｰｸﾙ連絡室

消火設備室

＝

＝

29.000

10.904

㎡

＝ 8.590

＝ 11.927

20.52

152.38

＝

＝

＝ 30.502

4.585

5.240

㎡39.90

㎡

㎡

(67.93)

(68.23)

倉庫(B-2)

前室

倉庫(B-1)

倉庫(B-5)

倉庫(B-6)

倉庫(B-4)

倉庫(B-3)

小計

小計

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

部屋名 記号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

用具庫

倉庫(B-10)

階段(3)

通路(4)

電気室

階段(4)

1.550

1.410

2.960

0.340

2.960

3.340

13.000

4.410

3.340

2.400

7.100

7.100

2.130

3.320

6.640

6.640

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

11

12

13

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

女子ｼｬﾜｰ室

女子ﾛｯｶｰ室

女子便所

女子洗面

男子便所

男子洗面

男子通路

ｲﾝﾄﾞｱ運動場

女子通路

廊下(1)

待合いﾎｰﾙ

男子ｼｬﾜｰ室

男子ﾛｯｶｰ室

8.360

8.700

2.440

2.500

3.760

8.700

8.290

3.760

2.500

2.440

8.700

8.700

2.130

9.970

2.130

4.170

4.170

4.170

2.280

0.660

1.390

4.170

4.170

4.170

2.280

1.390

9.410

10' ×6.640 7.640

3.375

3.375

3.375

5.400

0.415

24.175

24.50025.550

7.595

×

×

32

33体育倉庫

2.320

2.320

12.500

4.700

多機能便所

(ｼｬﾜｰｽﾍﾟｰｽ共) ×31 3.0902.780

×14 3.0903.860

×

×

×15

16

17

14.320

6.550

6.550

2.130

0.700

0.800

自家発電機室

倉庫(B-9)

倉庫(B-8)

倉庫(B-7)

倉庫(ｻｰｸﾙ連絡)

計算式 計算式

B-010解体工事（２）



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

１階面積表

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

1/200

3.650

6.456

15,700

15

0101 02

2,
31

0

20,600

05

06

08

10 1112

12'

13

17

18

19

20

21

30

22

23

24

25

26

27

2931

32

34

5,730 4,200 2,0952,500 2,4004,450 1,300

3,
82

0

2
,
83

0

19
,5

00

9,785

13
,9

00

9,265

14

23,460

6
,5

50 4
,7

75
1
,7

75

4,
32

5
2,

22
5

3,275 1,800 2,100 1,600 2,200 1,620 1,715 5,700 7,500 2,665 3,2751,520 7,580

2,865 12,820 3,000

28

5,
3
75

2
,7

50
5,

10
0

7
,8

50

2,150 4,985

3,
50

0
7
,5

00

7,835

7,500

2
,0

00
5
,5

00

3
,2

00

4
,2

65

600

35

36

37

38

39

40

0409

03

4,930 4,855

4
,8

55

6
,5

50

7,500

吹抜

3,
21

0

3,
98

5

10,060

2,
41

5

2
,1

50

7,150

5
,6

50

6
,7

00

3,345

▲

▲ ▲

▲ ▲

550

1
1,

00
0

41

42434445

50

51

7,530

33

4647

48

375

6,
20

0

07

16

6,800

3,900 2,900

4,
25

0
1
,7

50

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

37.34

10.61

3.91

㎡20.99

㎡83.67

備考

54.84

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

49.65

9.96

11.79

14.61

㎡

㎡56.66

36.27

㎡2.48

26.26

21.15

≒40㎡程度

備考 部屋名 記号 計算式

各部屋面積 算定表

小　計

36

37

38

39

35

34便所

DS

湯沸室

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

SPC用事務ｽﾍﾟｰｽ

× ＝

×

×

×

×

×

×

×

5.700 6.550

1.620 6.550

2.200 4.775

1.600 6.550

2.200 1.775

7.835 3.500

7.500 7.500

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

37.335

10.611

10.505

10.480

3.905

27.423

56.250

１階床面積(合計)

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

11.79

6.46

11.53

22.50

41.25

15.13

14.29

18.39

13.48

30.75

21.15

110.45

倉庫(県･SPC)

ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ 4.985 11.000 54.835

青団連室

DS

通路(2)

階段(2)

×

×

×

×

×

×

7.580 6.550

1.520 6.550

1.800 6.550

2.865 5.100

4.665

7.850

＝

＝

＝

＝

＝

＝

49.649

9.956

11.790

14.612

×

×

＝

＝観覧席

23.460 2.415

15.700 2.310

56.655

36.267

× ＝壁厚分 33.000 0.075 2.480

26.258

×3.275 6.550 ＝ 21.451
0.5500.550 2×× 1/2×▲ 0.302▲＝

警備室

休養室

保健室

㎡㎡

(応接室共)

廊下(1)

㎡

㎡83.34

㎡㎡119.34

㎡

※うち増築分面積

※うち増築分面積

※うち増築分面積
28.90

103.545

0.656

25.075

129.28
※うち増築分面積

×

部屋名 記号 計算式

01 ＝

小　計

02

03

04

05

06

07

08

09

10

倉庫(1-1)

階段(4)

ｻﾎﾟｰﾀｰｸﾗﾌﾞ

観覧ｽﾍﾟｰｽ
ｲﾝﾄﾞｱ運動場

・

・

県民ｷﾞｬﾗﾘｰ
情報発信基地､

県民ｷﾞｬﾗﾘｰ
食育ｷﾞｬﾗﾘｰ

ﾛﾋﾞｰ

・

・

× ＝

× ＝

＝

＝

＝

× ＝

＝

× ＝

× ＝

4.450

5.730

4.200

( ) ×+ 1/2×2.500

1.300 6.200

( ) ×+ 1/2×

3.820

3.820 6.200 2.400

( ) ×+ 1/2×6.200 2.095

× 1/2×4.855 4.855

4.930 2.830

自販機ｺｰﾅｰ

食品倉庫

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

× ＝

＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

( ) ×+ ×3.200

厨房

・

・

ﾎｰﾙ

受付

・

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

階段ﾎｰﾙ

EVｼｬﾌﾄ

階段(1)

風除室

13.900

7.500 6.550

7.500 2.000

2.665 4.325

3.000 7.500

7.500 5.500

12.820

1.715 6.550

2.865

2.100 6.550

2.150

2.750

11.785

12.024

8.060

13.952

49.125

15.000

11.526

22.500

41.250

28.525

11.233

15.399

13.755

14.427

・
更衣･休憩室

ﾎｰﾙ

・

食育ｷﾞｬﾗﾘｰ
ｷｯﾁﾝｽﾀｼﾞｵ

× ＝3.000 5.725 17.175
(▲ + ×) × 1/2 ＝▲5.067 5.725 0.380 2.050

3.210

3.210

3.210

10.6683.985

10.600

×1/2 2

13

14

× ＝

× ＝

19.500

2.415

7.150 5.650

2.150

6.700

14.285

18.393

13.482

40.398

× ＝3.275 6.550 21.451
0.5500.550 2×1/2×▲ 0.302▲＝

10.06 196.170

2.665 2.225 5.929

倉庫(1-2)

階段(3)

図書ｺｰﾅｰ

前室

事務室(県直営)

廊下(2)

1.7500.375 0.656

3.900

3.650 2.900

6.800

6.800 4.250

94.520

10.585

14.235

28.900

×

面積 面積

1.345

1.750 18.550

4.265 0.600 4.479

9.265 22.375

5.375

7.530 20.708

255.53

20.708

5.100 23.792 23.792

3.345

824.99

3,
65

0

B-011解体工事（２）

52 2,
29

5

2,680

53

2,
21

5

㎡× ＝52 2.095 2.215 × 1/2 2.320 2.32

㎡× ＝53 2.680 2.295 6.151 6.15

徳島銀行 ATM

472.45

1,297.44



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

２階面積表 1/200

01

3,
37

5

01 02

2,
31

0

20,600

5,730 2,0952,4004,450 1,300

6,
20

0 4,
00

0

2,
38

5

6
,5

50

3,275 1,800 1,620 1,715 5,700 7,500 2,665 3,2751,520

7,165 3,000

6
,5

50

7,5001
1,

00
0

10,67015,590 4,320 4,330

2
,
83

0
3,

37
5

3,0603,610

03 04

05

06 07

10

11

7,5003,000

7,
47

5
3
,5

2
5

2
,2

25

15,000

25,835

2,
38

5

10,46523,390

吹抜

12

13

14

15

16

17

18

1920

21

222324252627

08

09

2
,3

85

44
5

2829

3031

3233

1
3,

20
0

7,
92

0

4,400

34

35

363738

39

40

4,
32

5
2,

22
5

5,
75

0
7
,4

75

9,785

11,100

7,400

9,41025,500

22
,4

60

▲ ▲

▲ ▲

550

6,830 6,650

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

17.25

22.43

82.50

165.00

82.50

10.58

22.43

402.69

備考部屋名 記号 計算式

各部屋面積 算定表

小　計

36

37

38

39

34

35

倉庫(2-1)

倉庫(2-2)

卓球場(1)

卓球場(2)

小体育室

前室

機械室 40

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

２階床面積(合計)

3.000 5.750

3.000 7.475

7.500 11.000

15.000 11.000

7.500 11.000

3.000 3.525

3.000 7.475

17.250

22.425

82.500

165.000

82.500

10.575

22.425

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

15.02

19.34

12.18

10.33

30.23

11.53

136.29

37.34

10.61

44.22

45.42

9.96

24.65

36.01

27.08

21.15

備考

㎡230.11

㎡65.07

×

部屋名 記号 計算式

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

＝

小　計

倉庫(2-3)

× ＝

× ＝

× ＝

＝

× ＝

＝

× ＝

＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

空調機械室

階段(3)

階段(4)

11

( ) ×+ 1/2×

( ) ×+ 1/2×

( ) ×+ 1/2×

健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室

4.450 3.375

5.730 3.375

3.610 3.375

3.060 3.375

6.2003.375 2.400

6.200 1.300

4.000 6.200 2.095

0.4457.400

7.400 9.785 2.385

11.100 13.200

4.400 7.920

10.465 2.385

7.500 6.550

7.165 2.225

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

EVｼｬﾌﾄ

階段(1)

廊下

通路(2)

DS

DS

階段(2)

男ｼｬﾜｰ､ﾛｯｶｰ､WC

女ｼｬﾜｰ､ﾛｯｶｰ､WC

体育室

用具庫(1)

用具庫(2)

2.665 4.325

2.665 2.225

23.390 2.385

1.715 6.550

1.800 6.550

25.835 2.225

5.700 6.550

1.620 6.550

6.650 6.650

6.6506.830

1.520 6.550

4.330 2.310

4.320 2.310

9.410

22.460

10.670

25.500

2.310

2.31015.590

8.060

3.293

11.490

10.680

20.493

15.019

19.339

12.184

10.328

146.520

34.848

24.959

49.125

15.942

11.526

5.930

55.785

11.233

11.790

57.483

37.335

10.611

44.223

45.420

9.956

10.002

9.979

572.730

24.648

36.013

× ＝

× ＝

3.275 6.550

3.275 6.550

21.451

21.451

0.5500.550 2×× 1/2×▲ 0.302▲＝

0.5500.550 2×× 1/2×▲ 0.302▲＝

ﾎｰﾙ

通路･便所･倉庫

便所(男･女･多)

面積 面積

22.135 208.290

801.00

1,990.23

B-012解体工事（２）

1,587.54



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

３階面積表 1/200

1,
38

5

8,3301,610

01

3,
37

5

01 02

6
,5

50

3,275 1,800 1,620 1,715 5,700 7,500 2,665 3,2751,520

6
,5
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4
,3

25
2,

22
5

6,830 6,650

吹抜
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4
,5

6
0

3
,8

0
0

545

975

5,555 545 3,285

22,710

76
0
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5
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07

09

16

17

▲

▲

21

22

23

24

25

26
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282930313233

1
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3
5

8
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2,390 6,650

13,275
▲

▲

▲

1
,5

80

1,
32

5

260

1
,9

30
5
50

260

12 3,360

2
,1

60
3
,
31

5

6,695

1,635

1,
50

5

65
5

35,050

3
,1

50
3,

40
0

2,
40

0

1
7,

59
0

▲

▲ ▲

▲

吹抜

550

吹抜

吹抜 吹抜 吹抜

吹抜

吹抜

1520
25,935 8,0652

,4
0
0

備考部屋名 記号 計算式

各部屋面積 算定表

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

14.60

19.12

4.85

14.77

11.12

81.49

11.53

37.34

5.40

5.83

10.61

43.56

44.74

9.96

11.79

17.82

263.14

㎡

27.08

21.15

備考

111.79

62.24

×

×

部屋名 記号 計算式

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

＝

× ＝

× ＝

11

3.375

3.375

3.375

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

階段(3)

通路(1)

DS

大会議室

ﾎｰﾙ

階段(6)

廊下

観覧席

階段(1)

EVｼｬﾌﾄ

便所

湯沸

DS

機械室

DS

階段(2)

通路(2)

4.325

5.665

1.810

＝( ) ×+ 1/2×0.800 1.335 2.390

＝( ) ×+ 1/2×3.800 4.020 0.975

× ＝1/2×0.545 3.800

× ＝1/2×0.545 3.800

( ) ×+ 1/2×3.800 ＝4.560 3.285

＝( ) ×+ 1/2×5.555 6.650 3.800

＝( ) ×+ 1/2×6.650 13.275 0.760

× ＝8.330 3.315

× 1/2× ＝1.635 1.505

× ＝6.695 2.160

× ＝

× ＝7.500 6.550

＝( ) ×+ 1/2×0.655 2.160 1.635

× ＝5.4751.610

× ＝

× ＝35.050 2.325

＝2.665 2.225

× ＝2.665 4.325

× ＝5.700 6.550

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

1.715 3.150

1.715 3.400

1.620 6.550

6.650 6.550

6.830

1.520

6.550

6.550

6.5501.800

14.597

19.119

6.109

3.812

1.036

1.036

13.731

23.189

7.571

2.301

1.230

27.614

14.461

49.125

8.815

81.491

5.930

11.526

37.335

5.402

5.831

10.611

43.558

44.737

9.956

11.790

2.400

2.400

× ＝13.275
▲ ▲

17.590 233.507

3.360 × 5.475 ＝ 18.396
▲ ▲
▲ ▲

＝( ) ×+1.325 1.580 × × 31/2 1.1320.260

×
＝( )+1.385 1.930 1/2×0.260× 0.430

× 1/2× ＝0.550 0.550 0.151

× ＝3.275 6.550 21.451

3.275 × 6.550 ＝ 21.451

倉庫(3-1)

倉庫(3-2)

３階床面積(合計)

▲ × 1/2× ＝▲× 20.550 0.550 0.302

▲ × 1/2× ＝▲× 20.550 0.550 0.302

控室(2)

控室(1)

8.065 19.356

25.935 62.244

倉庫(3-3)

面積 面積

2.551

8.66

838.59

B-013解体工事（２）



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

４階面積表 1/200
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▲
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備考部屋名 記号 計算式

各部屋面積 算定表

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

13.95

18.22

2.91

15.37

11.53

備考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

34.01

57.00

37.34

5.40

5.83

10.61

5.42

48.86

9.96

9.00

18.86

24.85

168.30

79.20

35.92

㎡1.69

個室3室程度
(1室≒1畳程度)

≒100㎡前後
(×1ヶ所)

(×1ヶ所)
≒80㎡前後

≒20㎡前後

㎡75.19

61.52

×

部屋名 記号 計算式

01

02

03

04

05

06

07

08

＝

階段(3) × ＝

ﾌｧﾝ室

廊下(映写)

映写室

× ＝2.665 2.225 5.930

× ＝3.275 6.550 21.451
▲ × 1/2× ＝▲× 2

階段(1)

EVｼｬﾌﾄ × ＝2.665 4.325 11.526

4.325 3.225

3.2255.650

13.948

18.221

× ＝7.500 6.550 49.125
▲ ▲＝×7.500 0.375 2.812

0.550 0.550 0.302

× ＝

× ＝

5.300 2.900

2.425 1.200

15.370

2.910

４階床面積(合計)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

廊下

便所

湯沸

× ＝5.700 6.550

× ＝1.715 3.150

37.335

5.402

× ＝1.715 3.400 5.831倉庫(4-2)

DS × ＝1.620 6.550 10.611

× ＝楽器練習室

× ＝6.550倉庫(4-3)

DS × ＝1.520 9.956

3.275 × 6.550 ＝ 21.451
▲ × 1/2× ＝▲× 2

階段(2)

倉庫(4-4)

DS × ＝

× ＝

× ＝

倉庫(4-1)

資料室

× ＝

× ＝

IT学習室

6.020 5.650

6.020 0.900

6.550

1.800 1.550

× ＝25.800 2.225

× ＝

▲ ▲＝( ) ×+ × 1/2

▲ ▲＝( ) ×+ × 1/2
3.365 5.725 19.264

15.300 11.000

7.200 11.000

5.418

57.405

2.790

79.200

× ＝3.365 7.500 25.238

3.300 × 11.000 36.300＝

▲( + ) × 1/2× ▲＝

▲( + ) × 1/2× ▲＝

0.730 1.385 0.380 0.402

0.550 0.550 0.302

0.730 1.385 0.380 0.402

0.820 1.200 0.380 0.384

0.3840.3801.2000.820

1.800 5.000 9.000

7.460 48.863

34.01

168.300

× ＝27壁厚分 22.500 0.075 1.690

09 × ＝6.835

ﾎｰﾙ

× ＝6.83508’ 2.225 15.208

11.000 75.185

小会議室(4-2)

小会議室(4-1)

中会議室

面積 面積

27.08

23.94

801.96

B-014解体工事（２）



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

５階面積表 1/200

6,
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▲
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部屋名 記号 計算式 面積

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

各部屋面積 算定表

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

㎡

1.3850.730

0.3020.5500.550

+ ×)( ＝▲▲
2.225 ＝× ㎡

㎡

㎡＝×

㎡10.6116.5501.620 ＝×DS

㎡5.8313.4001.715 ＝×

㎡

㎡

5.402

37.335

3.1501.715 ＝×

6.5505.700 ＝×

湯沸

便所

ﾎｰﾙ

廊下

㎡11.5264.3252.665 ＝×EVｼｬﾌﾄ

階段(1)
2× ▲＝× 1/2×▲

21.4516.5503.275 ＝×

㎡

5.9302.2252.665 ＝×

倉庫(消ｾﾝﾀｰ用)

48.8637.460

9.0005.0001.800

0.3840.3801.2000.820

0.3020.5500.550

＝▲× 1/2×)+(▲
3.365 ＝×

2.790

11.000

11.000

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

1.5501.800

6.550

＝×

＝×

＝×

＝×

階段(2)

2× ▲＝× 1/2×▲
21.451＝6.550×3.275

㎡9.9561.520 ＝×DS

㎡＝×

㎡

㎡倉庫(5-2)

倉庫(5-1)

倉庫(5-3)

面接･指導室

会議室

前室

㎡＝×

＝×

＝×

＝× ㎡

49.1256.5507.500 ＝×

36.000

6.020

6.550

6.550

3.365 ＝×

7.750

× ＝

2.500 7.750

7.200 11.000

3.300 7.750

3.300 3.250

39.431

19.375

79.200

25.575

10.725

＝×6.800 1.150 7.820
2×× 1/2×▲ ▲＝0.425 0.425 0.180

80.100
0.380 1/2 2×× 0.803

3.250 10.936

2.500 3.250 8.125

× ＝ ㎡壁厚分 0.07526 30,000 2.250

26.078

7.135

12.500

78.485

137.500

５階床面積(合計)

27.08

11.53

56.78

79.30

37.34

5.40

5.83

10.61

39.43

48.86

9.96

9.00

23.94

10.94

25.69

78.49

137.50

8.13

19.38

10.73

2.25

762.95

部屋名 記号 計算式 面積備考 備考

≒30㎡程度
(ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ)

≒30㎡程度(倉庫)
≒8㎡程度(ﾛｯｶｰ)

≒10㎡程度

≒20㎡程度

音楽室 ㎡

㎡

79.20

25.58
≒110㎡程度

(TOTALで115.51)

多目的ﾙｰﾑ

ﾛｯｶｰ室

消費者協会
自主学習･消費者･活動

県職員ｽﾍﾟｰｽ
相談員ｽﾍﾟｰｽ

音楽用具室

B-015解体工事（２）



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

６階面積表 1/200
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1,
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0

380
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20 1921

22

1113

3,
15

0
3
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0
0

3,36510,2508,000 14,385

18

㎡

㎡

部屋名 記号 計算式 面積

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

各部屋面積 算定表

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

㎡

1.3850.730

0.3020.5500.550

+ ×)( ＝▲▲
2.225 ＝× ㎡

㎡

㎡＝×

㎡10.6116.5501.620 ＝×DS

㎡5.8313.4001.715 ＝×

㎡

㎡

5.402

37.335

3.1501.715 ＝×

6.5505.700 ＝×

湯沸

便所

ﾎｰﾙ

廊下

㎡11.5264.3252.665 ＝×EVｼｬﾌﾄ

階段(1)
2× ▲＝× 1/2×▲

21.4516.5503.275 ＝×

㎡

5.9302.2252.665 ＝×

48.8637.460

9.0005.0001.800

0.3840.3801.2000.820

0.3020.5500.550

＝▲× 1/2×)+(▲
＝×

2.790

11.000

11.000

㎡

㎡

1.5501.800

6.550

＝×

＝×

＝×

＝×

階段(2)

2× ▲＝× 1/2×▲
21.451＝6.550×3.275

㎡9.9561.520 ＝×DS

㎡＝×

㎡

49.1256.5507.500 ＝×

36.000

6.020

6.550

6.550

3.365 ＝×

7.750

39.431

＝×6.800 1.150 7.820
2×× 1/2×▲ ▲＝0.425 0.425 0.180

80.100
0.380 1/2 2×× 0.803

3.250 10.936

26.078

倉庫(6-2)

倉庫(6-3)

華道室

茶道室 0.3840.3801.2000.820 ＝▲× 1/2×)+(▲
＝×8.000 11.000 88.000

㎡

3.365

× ＝ ㎡壁厚分 0.07530,000 2.25022

６階床面積(合計)

27.35

11.53

56.77

79.30

37.34

5.40

5.83

10.61

39.43

48.86

9.96

9.00

23.94

10.94

87.62

2.25

部屋名 記号 計算式 面積備考 備考

≒40㎡前後
(2ヶ所)

≒180㎡前後
(ｽﾃｰｼﾞ含む)

≒110㎡前後
(舞台含む)

14.635 160.985

186.68

765.56

小会議室

和室(21帖)

準備室

倉庫(6-1)

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ

112.7510.250 112.750

B-016解体工事（２）



有 限 会 社 　 佐 藤 建 築 企 画 設 計

徳島市幸町１丁目４３番地　　ＴＥＬ （088）625-1759

管理建築士　　　　　　　　板東　毅

１級建築士登録　　　　３３３７０４号

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

徳島県県土整備部営繕課

Ｒ３営繕　青少年センター　徳・徳島　

PH1・PH2階 面積表 1/200
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部屋名 記号 計算式 面積

01

02

03

04

05

各部屋面積 算定表

㎡

部屋名 記号 計算式 面積備考 備考

㎡PH1階床面積(合計) PH2階床面積(合計)

㎡01

06

07

08

㎡＝× 6.67002

階段室(1)

EV機械室

× 6.670 ＝
0.3020.5500.550 2× ▲＝× 1/2×▲

3.275 21.844
21.54

5.560 37.085 37.09

58.63

EVシャフト

＝× 6.550
0.3020.5500.550 2× ▲＝× 1/2×▲

3.275 21.451

＝×2.665 2.225 5.930

㎡27.08

＝×2.665 4.325 11.526 ㎡11.53

ホール

701会議室

09

壁厚分

〃

＝× ㎡0.075

＝× ㎡0.075

7.725

7.725

0.579

0.579

0.58

0.58

× 1/2×▲ 0.425 0.425 ▲＝

× 1/2×▲ 0.425 0.425 ▲＝

0.090

0.090

＝× 1.1504.700 5.405

× ＝5.000 32.750

㎡

＝1.150×

㎡

2.100 2.415

× ＝2.500 6.550

6.550

16.375

＝×16.375 6.550 107.25610

㎡

壁厚分

〃

＝× ㎡0.07515.175 1.138 1.14

＝× ㎡0.07515.175 1.138 1.14

機械室

＝×1.800 5.050 9.090

116.35

11

12

13

14

15

階段室(1)

階段室(2) ㎡23.85

×1.800 ＝1.500 2.700

＝× 6.550
0.3020.5500.550 2× ▲＝× 1/2×▲

3.275 21.451

239.02

18.70

38.07

ＰＨ2

ＰＨ1

6

5

4

3

2

1

ＢＦ

床面積

58.63

239.02

765.56

762.95

2827.97

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

階数

延床面積

801.96

838.59

1990.23

解体工事（２）

1297.44

9582.35

B-017


